
フ リ ガ ナ

名 前 ：

生年月日： 血 液 型 ：

住 所 ： 〒 -

本 籍 ：

電話番号 自宅：

携帯：

メールアドレス：

【大切な番号】

基礎年金番号

運転免許証

個人番号カード

その他（WEBのIDなど）

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

１ わたし自身のこと 記入日

１



生まれたとき：

学生時代

小学校

中学校

高校

大学

大人になってから

職歴など

趣味・夢中になったもの

思い出の旅先

お世話になった人とのエピソード

これまでの人生を漢字１字で表すと？

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

これまでのわたし（思い出）

２



父：名前

思い出

母 : 名前

思い出

夫・妻：名前 連絡先

思い出

子ども：名前 連絡先

思い出

子ども：名前 連絡先

思い出

子ども：名前 連絡先

思い出

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

２ 家族のこと

３

ペットのこと ～わたしの大切な家族です～

犬・猫・鳥・その他（ ）
名前 オス・メス 登録番号
かかりつけの動物病院
世話について



第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

家系図家系図

わ
た
し

配
偶
者

父 母

父方
祖父

父方
祖母

おじ・おば

母方
祖母

母方
祖父

義
母

義
父

義理の
兄弟

おい
めい

兄弟姉妹

おい
めい

子どもとその
配偶者

子子子

孫孫孫

おじ・おば

４



第１順位
子がいる場合

配偶者 子

第２順位
子がいなく、
親がいる場合

配偶者 親

第３順位
子と親が共にいな
く、兄弟姉妹がい
る場合

配偶者 兄弟姉妹

相続順位 法定相続人と法定相続分

１／３

１／２
※人数で分割

２／３

１／２

※人数で分割

１／４
※人数で分割

３／４

・配偶者は常に相続人となります。

・配偶者がいない場合は、上記の相続順位に従って相続します。

・相続人となる子や兄弟姉妹が死亡している場合は、
その子（被相続人にとっての孫やおい・めい）が相続人と
なります（「代襲相続」）。

わたしの相続人になるのは誰だろう？わたしの相続人になるのは誰だろう？

家系図と相続人の範囲は同じではありません。相続人の範囲は法律で決められて
います。

「家系図」にあなたの相続人となる人に印をつけましょう。

５

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう



その他（メモ）

６

3 わたしの財産

どのような財産を所有しているか調べてみましょうどのような財産を所有しているか調べてみましょう

不動産不動産

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

所在地 地番・家屋番号
共有名義人
及び持分

どのよう
に管理し
ているか

どう処理し
たいか

1

2

3

4



貸している不動産はありますか？貸している不動産はありますか？

７

借りている不動産はありますか？借りている不動産はありますか？

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

所在地 地番・家屋番号 契約期間
契約書の

有無
借主の氏名 借主の住所 連絡先

1

2

3

4

所在地 地番・家屋番号 契約期間
契約書の

有無
貸主の氏名 貸主の住所 連絡先

1

2

3

4



不動産（土地・建物）については、ご自身がお持ちの登記識別情報（権利証）

や法務局が発行する登記事項証明書（登記簿謄本）のほか、市区町村から通知され

る固定資産税の納税通知書で確認できます。複数人で所有（共有）している場合は、

自分の持分（所有割合）や誰と共有しているのかについても把握しておきましょう。

また、土地や建物を貸している場合や借りている場合は、契約書の有無、登記の

有無についても確認しましょう。

ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス

８

資料の確認（一例）

不動産の調べ方

相続をスムーズに進めるための準備

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

目的 必要な書類 請求先

土地・建物の名義人を知りたい
・登記事項証明書

お近くの法務局

・公図、地積測量図

地番・家屋番号を知りたい ・登記識別情報通知書

面積を知りたい （登記済証）

自分が所有している土地建物を
全て知りたい

固定資産税の納税通知書
市区町村の固定資産
税担当課

固定資課税台帳、名寄帳
市区町村の固定資産
税担当課

現状又は予定 必要なこと
・不動産の名義が亡くなった祖父母のままだ

相続登記（相続登記の詳細は
17ページへ）

など

・特定の財産を特定の人に残したい
遺言書を作成（遺言書の詳細
は13ページへ）

・死亡後のことは家族に任せるが、事務手続や当面の管
理者を指定しておきたい

信託契約や死後事務委任契約
の締結（家族信託については
22ページへ）

・相続させる不動産を売却する予定
登記簿の確認、隣地境界の確
認



他に資産はありますか？他に資産はありますか？

その他（メモ）

９

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう

金融機関名 支店 口座番号 備考（金額等）

預貯金

有価証券
株式など

銘 柄 証券会社 番号 備考

生命保険
等

保険会社 種類・内容 受取人 備考（受取人等）

その他
借入れ

など

種類・名称
（自動車・貴金属など） 内容 保管場所 備考



１０

４ もしものときの連絡先

家族、親族

専門家

氏名： 連絡先：

住所

氏名 連絡先：

住所

□司法書士 □弁護士 □税理士 □その他

氏名 連絡先：

事務所

寺院など 菩提寺または葬儀を依頼したい寺院、教会、神社

名称

宗旨

所在地

連絡先

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう



１１

５ 大切な人へのメッセージ

葬儀の希望

家族、友人へ

To.

To.

To.

遺言書について遺言書について

□作成していない →これから作成しようという方は13ページへ
□作成している →□自筆証書遺言 □公正証書遺言

作成日
保管場所
遺言執行者の氏名・連絡先

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう



□近所の人と申合わせ事項がある（隣地境界等）
（ ）

□建て替えについて制約がある
（ ）

□専用道路の権利関係が複雑
（ ）

□その他
（ ）

その他（メモ）

その他、伝えておきたいことその他、伝えておきたいこと

所有している不動産（土地、建物）について、相続人等に伝えてお

きたいことがあれば記載してください。

１２

第１部 わたしのエンディングノートを作成してみよう




